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「地域おこし企業人」について
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対象者 三大都市圏に所在する企業等の社員
※三大都市圏に本社機能を有する企業等については派遣時に
三大都市圏に勤務することを要しない

活動地域 ①定住自立圏に取り組む市町村（中心市及び近隣市町村）
②条件不利地域を有する市町村

期 間 ６月～ ３年

特別交付税
措 置

○受入に要する経費
上限額 年間５６０万円／人（令和元年度上限引上げ）
○企業人が発案・提案した事業に要する経費
上限額 年間１００万円（措置率０．５）

【地域における企業人の活動事例】
（ＩＣＴ分野）
〇ＩＣＴを活用した高齢者生活支援・アクティブシニ
ア活躍支援・健康増進事業

（観光分野）
〇観光分野の専門知識や経験をいかし、観光連
携組織（ＤＭＯ、観光協会等）との連携によるイ
ンバウンド対策・着地型旅行商品の開発・閑散
期の誘客対策

（シティプロモーション）
〇営業の専門知識や人脈と経験をいかし、地域ブ
ランドを大都市圏でＰＲし、販路を拡大

（エネルギー分野）
〇再生可能エネルギーの専門知識をいかし、新産
業及び地域雇用を創出

地域おこし企業人

○企業人の受入の期間前に要する経費
上限額 年間１００万円（措置率０．５）／団体
（派遣元企業に対する募集・PR、協定締結のために必要となる経費）

実 績

○ 地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし､

地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらうプログラム。

地域おこし企業人交流プログラム

年 度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

企業人数 22人 28人 37人 58人 70人

受入団体数 17団体 25団体 32団体 50団体 56団体

※特別交付税ベース
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